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6月

主な審議可
決

可
決

　

平
成
二
十
一
年
六
月
に
支
給
す
る

場
合
に
お
け
る
一
般
職
の
職
員
の
期

末
手
当
支
給
率
の
特
例
に
関
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て
他
二
案
は
、
五

月
二
十
九
日
の
臨
時
会
に
お
い
て
、

賛
成
者
全
員
で
原
案
の
と
お
り
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

　

平
成
二
十
一
年
五
月
一
日
付
で
人

事
院
及
び
、
平
成
二
十
一
年
五
月

十
五
日
付
で
東
京
都
人
事
委
員
会
か

ら
、
夏
季
一
時
金
の
支
給
率
に
つ
い

て
勧
告
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
勧
告
は
、
過
去
二
十
年
間
を

見
て
も
類
の
な
い
、
き
わ
め
て
異
例

な
経
済
状
況
で
あ
り
、
民
間
企
業
に

お
け
る
夏
季
一
時
金
は
、
大
幅
な
減

額
を
決
定
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
こ

と
か
ら
、
一
般
職
は
○
・
二
ヶ
月
、

再
任
用
職
員
は
○
・
一
ヶ
月
の
凍
結

と
す
る
内
容
で
し
た
。

　

多
摩
市
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の

勧
告
や
、
厳
し
さ
を
増
す
市
民
生
活

を
真
摯
に
受
け
止
め
、
平
成
二
十
一

年
六
月
に
支
給
す
る
常
勤
特
別
職
の

職
員
及
び
教
育
長
の
期
末
手
当
を

○
・
二
ヶ
月
減
じ
、
一
般
職
の
職
員

の
期
末
手
当
に
つ
い
て
も
○
・
二
ヶ

月
分
、
再
任
用
職
員
に
つ
い
て
は
、

○
・
一
ヶ
月
分
の
減
額
措
置
を
す
る

も
の
で
す
。

　

平
成
二
十
一
年
六
月
に
支
給
す
る

場
合
に
お
け
る
議
会
の
議
員
の
期
末

手
当
支
給
率
の
特
例
に
関
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て
は
、
五
月
二
十
九

日
の
臨
時
会
に
お
い
て
、
議
員
提
出

議
案
と
し
て
提
案
が
あ
り
、
賛
成
者

全
員
で
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま

し
た
。

　

本
条
例
は
、
多
摩
市
の
常
勤
特
別

職
・
教
育
長
及
び
一
般
職
職
員
の
期

末
手
当
減
額
措
置
と
同
様
、
議
員
に

つ
い
て
も
、
本
年
六
月
に
支
給
す
る

期
末
手
当
を
○
・
二
ヶ
月
分
減
額
措

置
す
る
も
の
で
す
。

第２回 臨時会 議員・常勤特別職・教育長・一般職の期末手当条例
（２１年６月支給分を減額） 可決

　

多
摩
市
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
は
、
六
月
二
十
二
日
の
本
会
議
に
お

い
て
、
賛
成
者
全
員
で
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

現
在
、
地
方
公
務
員
の
人
事
給
与
制
度
に
つ
い
て
は
、
年
功
的

な
給
与
上
昇
の
抑
制
や
職
務
・
職
責
に
応
じ
た
給
料
表
へ
の
転
換
、

勤
務
実
績
の
給
与
へ
の
反
映
等
が
求
め
ら
れ
、
給
与
の
見
直
し
に

あ
た
っ
て
も
、
情
勢
の
変
化
を
踏
ま
え
給
与
決
定
に
お
け
る
職
務

給
の
原
則
が
、
よ
り
的
確
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

本
条
例
改
正
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
情
勢
を
ふ
ま
え
現
状
の
人

事
給
与
制
度
を
再
点
検
し
、
職
務
給
の
原
則
を
徹
底
す
る
た
め
、

一
職
二
級
制
度
の
廃
止
を
主
と
し
た
「
昇
格
昇
任
制
度
の
見
直
し
」

及
び
東
京
都
給
料
表
を
基
本
に
四
分
割
さ
れ
た
給
料
表
の
導
入
を

主
と
し
た
「
給
与
制
度
の
見
直
し
」
を
図
る
も
の
で
す
。

　

本
会
議
で
は
、
討
論
は
な
く
、
採
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

多
摩
市
子
ど
も
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
は
、
六
月
二
十
二
日
の
本
会
議
に

お
い
て
、
賛
成
者
全
員
で
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
条
例
改
正
は
、
義
務
教
育
就
学
児
に
つ
い
て
、
医
療
費
の
負

担
軽
減
を
図
り
、
少
子
化
対
策
を
一
層
推
進
す
る
た
め
、
東
京
都

の
制
度
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
条
例
の
一
部
が
改
正
さ
れ

た
も
の
で
す
。

　

義
務
教
育
就
学
児
の
医
療
費
は
、
こ
れ
ま
で
健
康
保
険
で
か
か

る
医
療
費
の
自
己
負
担
額
の
三
分
の
一
を
助
成
し
て
き
ま
し
た
が
、

平
成
二
十
一
年
十
月
か
ら
は
、
入
院
は
健
康
保
険
で
か
か
る
医
療

費
の
自
己
負
担
額
全
額
を
、
通
院
は
一
回
の
診
療
に
つ
き
二
百
円

を
上
限
と
す
る
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
控
除
し
た
額
を
助
成
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

一
般
職
員
の
給
与
条
例 

改
正

－

給
与
制
度
等
見
直
し

－

子
ど
も
の医療

費
助
成
条
例

可
決

　

多
摩
市
立
子
育
て
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
は
、

六
月
二
十
二
日
の
本
会
議
に
お
い
て
、
賛
成
者
全
員
で
原
案
の
と

お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
条
例
は
、
市
民
の
子
育
て
・
子
育
ち
を
総
合
的
に
支
援
し
、

子
ど
も
を
介
し
た
学
び
と
交
流
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

設
置
す
る
、「
子
育
て
総
合
セ
ン
タ
ー
」
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法

の
規
定
に
基
づ
き
、
名
称
、
位
置
、
事
業
内
容
及
び
管
理
運
営
等

に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
す
。

　

子
育
て
総
合
セ
ン
タ
ー
は
、
子
育
て
に
係
る
人
材
育
成
の
た
め

の
研
修
拠
点
と
し
て
、
ま
た
、
在
宅
育
児
家
庭
へ
の
支
援
の
充
実

を
目
指
す
拠
点
と
し
て
、
新
た
な
人
材
育
成
・
研
修
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
事
業
や
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
一
時
保
育
事
業
を
行
う
ほ
か
、
よ
り
充

実
し
た
子
育
て
ひ
ろ
ば
事
業
、
こ
れ
ま
で
東
永
山
複
合
施
設
に
お

い
て
実
施
し
て
き
た
、
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
で
の
相
談
事

業
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
な
ど
を
展
開
し

て
い
く
も
の
で
す
。

　

こ
の
施
設
は
、
旧
市
立
多
摩
幼
稚
園
跡
施
設
を
活
用
し
、
本
年

十
一
月
の
開
館
に
向
け
て
、
改
修
工
事
等
が
行
わ
れ
、
準
備
が
進

ん
で
い
ま
す
。

　

本
会
議
で
は
、三
名
の
議
員
か
ら
討
論
が
行
わ
れ
、討
論
終
了
後
、

採
決
さ
れ
ま
し
た
。

子
育
て
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例

（
旧
市
立
多
摩
幼
稚
園
跡
施
設
）

　かけがえのない健康環境である公園緑地を携
帯電話中継基地にさせないことを求める陳情は、
６月２２日の本会議において、賛成者多数で趣
旨採択されました。
　陳情主旨
　多摩市の誇る豊かな公園緑地は、日々の生活
に憩いと安らぎを与えてくれるほっとする場所
であり、市民にとってかけがえのない健康環境
の象徴です。
　市民も永年にわたってこの大切な健康環境の
保全に努め今日に至っています。
　そうした公園緑地に、健康リスクの可能性の
ある基地局の建設はふさわしくありません。
　景観上からも基地局は公園になじみません。
従って、住民の意向を尊重し、基地局の建設を
させないことを求めます。

公園緑地を携帯電話
中継基地にさせない陳情

陳 情

趣旨採択

　
六
月
二
十
二
日
、
篠
塚
　
元
　
議
員
よ
り
都
議
会
議
員

選
挙
立
候
補
予
定
の
た
め
、
市
議
会
議
員
の
辞
職
願
が
提

出
さ
れ
、
議
会
は
、
辞
職
を
許
可
し
ま
し
た
。

委
員
会
委
員
の
一
部
変
更

議
会
運
営
委
員

　   

　
辞
任
　
岩
永
　
ひ
さ
か
　
議
員

　   

　
後
任
　
平  

野
　
勝  

久
　
議
員

議
会
基
本
条
例
制
定
を
め
ざ
す
議
会
改
革
特
別
委
員

　   

　
辞
任
　
折
戸
小
夜
子
　議
員

　   

　
後
任
　
佐
久
間
む
つ
み
　
議
員

○
人
権
擁
護
委
員
に

　
　
福
岡 

紀
子 

氏
　
再
任
同
意

○
教
育
委
員
会
委
員
に

　
　
岩
佐 

玲
子 

氏
　
任
命
同
意

篠
塚
　
元
　
議
員
　
辞
職

ふ
く
お
か
の
り
こ

い
わ
さ

れ
い
こ 人

　
事

　

本
会
議
で
は
、討
論
は
一
名
の
議
員
か
ら
行
わ
れ
、討
論
終
了
後
、

採
決
さ
れ
ま
し
た
。

▶

７
月
４
・５
日
に
行
わ
れ
た
、

せ
い
せ
き
朝
顔
市


